
路
線
バ
ス
・
乗
合
タ
ク
シ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問
都
市
計
画
課（
☎
６
５

－

６
５
６
２
）

　

市
で
は
、「
乗
っ
て
守
ろ
う
！
湖
北
の
公

共
交
通
」
を
合
言
葉
に
利
用
促
進
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
ぜ
ひ
公
共
交
通
機
関
を
積
極

的
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

路
線
バ
ス
は
各
種
定
期
券
が
お
得
で
す

●
通
勤
定
期
券

　

湖
国
バ
ス
・
余
呉
バ
ス
と
も
に
、１
か
月
、

３
か
月
、
６
か
月
の
３
種
類
が
あ
り
ま
す
。

●
学
生
向
け
定
期
券
等

︻
湖
国
バ
ス
路
線
︼

・ 

中
学
生
、
高
校
生
は
学
生
証
提
示
で
普
通

運
賃
が
１
０
０
円
割
引
。

・ 

１
か
月
１
万
円
で
、
長
浜
・
米
原
市
内
の

湖
国
バ
ス
路
線
が
乗
り
放
題
の
「
高
校
生

限
定
定
期
券
」
を
好
評
発
売
中
。

︻
余
呉
バ
ス
路
線
︼

・ 

中
学
生
、
高
校
生
は
学
生
証
提
示
で
木
ノ

本
駅
ま
た
は
余
呉
駅
で
乗
降
す
る
場
合
に

限
り
２
０
０
円
で
利
用
で
き
ま
す
。

●
高
齢
者
向
け
定
期
券

︻
湖
国
バ
ス
﹁
小
判
手
形
﹂︼

　

65
歳
以
上
限
定
の
定
期
券
で
、
１
か
月

２
，
１
０
０
円
、
３
か
月
５
，
２
０
０
円
、

６
か
月
９
，
３
０
０
円
。
乗
車
時
に
「
小
判

手
形
」
を
提
示
す
れ
ば
１
乗
車
１
０
０
円
で

利
用
で
き
ま
す
。

︻
余
呉
バ
ス
﹁
余
呉
パ
ス
﹂︼

　

61
歳
以
上
限
定
の
定
期
券
で
、
１
か
月

２
，
０
０
０
円
、
３
か
月
５
，
０
０
０
円
、

６
か
月
９
，
０
０
０
円
。
乗
車
時
に
「
余
呉

パ
ス
」
を
提
示
す
れ
ば
１
乗
車
２
０
０
円
で

利
用
で
き
ま
す
。

乗
合
タ
ク
シ
ー
は
回
数
券
が
お
得
で
す

　

乗
合
タ
ク
シ
ー
は
、
バ
ス
路
線
が
な
い
地

域
で
、
希
望
す
る
時
間
や
乗
降
場
所
を
あ
ら

か
じ
め
予
約
し
て
利
用
い
た
だ
く
サ
ー
ビ
ス

で
す
。
利
用
に
は
事
前
登
録
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
乗
合
タ
ク
シ
ー
は
お
得
な
回
数
券

を
販
売
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

︻
回
数
券
︼
12
枚
綴
り
３
，０
０
０
円

※ 

回
数
券
は
下
記
タ
ク
シ
ー
会
社
で
販
売
し

て
い
ま
す
。

運
転
免
許
自
主
返
納
者
を
支
援
し
ま
す

　

運
転
免
許
を
自
主
返
納
し
た
人
に
対
し
、

公
共
交
通
を
利
用
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
な

る
よ
う
、
バ
ス
・
乗
合
タ
ク
シ
ー
の
回
数
券

を
交
付
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

︻
交
付
内
容
︼

　

バ
ス
普
通
回
数
券
・
乗
合
タ
ク
シ
ー
回
数

乗
車
券
の
い
ず
れ
か
２
，０
０
０
円
分

※ 

９
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
の
期
間

は
、
I
C
O
C
A（
I
C
カ
ー
ド
乗
車
券
）

も
進
呈
し
ま
す
。

︻
対
象
者
︼

　

市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
有
効
期
限
を
残

し
た
運
転
免
許
の
全
部
を
警
察
署
等
へ
返
納

し
た
人

︻
申
請
期
間
︼

　

平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で

※ 

運
転
免
許
を
返
納
し
た
日
か
ら
６
か
月
以

内
に
本
人
が
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

︻
申
請
に
必
要
な
も
の
︼

・ 

免
許
返
納
時
に
警
察
署
等
で
交
付
さ
れ
る

「
運
転
免
許
取
消
通
知
書
」
の
写
し
、
ま

た
は
「
運
転
経
歴
証
明
書
」
の
写
し

・
印
鑑

警
報
発
令
時
に
は
運
行
を
休
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

台
風
等
に
よ
り
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合

に
は
、
バ
ス
・
乗
合
タ
ク
シ
ー
の
運
行
を
休

止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
運
行
状
況
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
行
事
業
者
ま
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

●
バ
ス

湖
国
バ
ス
㈱（
余
呉
地
域
以
外
）

　

☎
６
４

－

１
２
２
４

㈱
余
呉
バ
ス（
余
呉
地
域
）

　

☎
８
６

－

８
０
６
６

●
乗
合
タ
ク
シ
ー︵
予
約
︶

近
江
タ
ク
シ
ー
㈱（
西
黒
田
・
神
田
・
び
わ
）

　

☎
６
２

－

０
１
０
６

滋
賀
中
央
観
光
バ
ス
㈱（
浅
井
）

　

☎
７
４

－

４
５
６
６

伊
香
交
通
㈱（
木
之
本
）

　

☎
８
２

－

２
１
３
５

●
公
共
交
通
全
般
に
関
す
る
こ
と

　

都
市
計
画
課

　
　

☎
６
５

－

６
５
６
２

※ 申請・登録についてのお問合せは都市計画課まで。また、
都市計画課〈本庁舎２階〉でも申請できます。

　ノンステップバスも運行しています。
　車いすの人も乗車いただけますので、
お出かけにご利用ください。
※ 全車両がノンステップバスではありませ
んので、事前に各社へご確認願います。

タクシー名 運行区域 申請・登録

ひょうたん 西黒田・神田
西黒田まちづくりセンター

神田まちづくりセンター

お市ちゃん 浅井 浅井支所

わかあゆ びわ びわ支所

木之本デマンド 木之本一部 北部振興局

市内で運行している乗合タクシー

市政の動き
（６月16日～７月15日）

市役所等で行われた会議について、その内容を概略で
お知らせします。詳しくはホームページまで。

会議名など 内　容

６月21日（水）
第３回小谷城スマートIC周辺６次産業化拠点構想懇話会
担当課:小谷城スマートインターチェンジ周辺
　　　 新産業拠点整備室（☎65－6520）

小谷城スマートIC周辺の活用策について、事務局から方針（６
次産業化）の説明を受け、質疑応答および意見交換を行いまし
た。

６月22日（木）
第１回長浜市健康づくり推進協議会
担当課:健康推進課（☎65－7779）

「健康ながはま21」計画（第３期）の平成28年度事業の成果と課
題、平成29年度の実施計画について事務局から説明を受け、質
疑応答および意見交換を行いました。

６月28日（水）
第１回長浜市総合教育会議
担当課:総合政策課（☎65－6505）

「就学前教育にかかわる人材育成の取組」をテーマに、滋賀文教
短期大学において施設見学や取組事例の紹介を受けた後、大学
と行政の取組について意見交換を行いました。

６月28日（水）
長浜市人権尊重審議会
担当課:人権施策推進課（☎65－6560）

長浜市人権施策推進基本計画の進捗管理について事務局から
説明を受け、質疑応答および意見交換を行いました。

６月29日（木）
第４回長浜市高齢者保健福祉審議会
担当課:高齢福祉介護課（☎65－7789）

第７期ゴールドプランの策定作業、介護予防・日常生活支援総
合事業について審議し、情報交換を行いました。また、介護サー
ビス整備検討部会から部会活動について、事務局から在宅医
療・介護連携、県との連携について報告を受けました。

７月４日（火）
第１回長浜市公共施設マネジメント推進委員会
担当課:行政経営改革課 （☎65－6702）

平成28年度の長浜市公共施設等総合管理計画の進行管理やこ
れからの公共施設マネジメント推進体制について事務局から
説明を受け、質疑応答および意見交換を行いました。

７月６日（木）
第２回長浜市支え合いの地域づくり推進委員会
担当課:高齢福祉介護課（☎65－7789）

事務局より協議体と地域ケア会議の関係、高齢者実態調査から
見る地域の状況、一般介護予防事業の進捗について説明を行
い、その内容等について審議しました。

７月７日（金）
第１回長浜市旅館等建築規制審議会
担当課:都市計画課（☎65－6562）

届出があった旅館等の建築（改築および客室数の変更）計画につい
て審議を行い、長浜市環境保全のための旅館等建築等規制条例第２
条に規定する「特定旅館」とは認められないことを確認しました。

７月７日（金）
第５回長浜市空家等対策推進会議
担当課:建築住宅課（☎65－6533）

市民等から寄せられた適正に管理されていない空家等情報のう
ち、所有者等が対応されていない（十分でないものを含む）案件
16件の認定審査を行い、うち９件を特定空家等に認定しました。

７月７日（金）
第１回長浜市子ども・子育て会議 
担当課:子育て支援課（☎65－6514）

長浜市子ども・子育て支援事業計画の進捗管理と中間年の見直
しについて事務局から説明を受け、質疑応答を行いました。

７月７日（金）
第１回長浜市子ども・子育て支援推進協議会
担当課:子育て支援課（☎65－6514）

長浜市子ども・子育て支援推進協議会の概要、官民が連携して推
進する子育て支援事業について事務局から説明を受け、質疑応
答を行いました。また、会長・副会長の選出を行いました。

７月12日（水）
第１回長浜市地域経営改革会議
担当課:行政経営改革課（☎65－6702）

第３次長浜市行政改革大綱アクションプランの平成28年度の
実績、平成30年度～32年度の策定および平成29年度「チームで
カイゼン」運動の取組について、事務局より説明を受け、内容を
協議しました。

西
之
表
市
を

訪
ね
て
み
ま
せ
ん
か

問
市
民
活
躍
課（
☎
６
５

－

８
７
１
１
）

　

友
好
都
市
提
携
30
周
年
を
記
念
し
て
市

民
交
流
を
図
る
た
め
、西
之
表
市
を
訪
問

す
る
交
通
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。詳
細

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

︻
対
象
期
間
︼

　

８
月
１
日（
火
）〜
11
月
30
日（
木
）

︻
対 

象 

者
︼

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人

・
市
内
在
住
の
小
学
生
以
上
の
人

・ 

政
治
活
動
、
宗
教
活
動
、
仕
事
を
目
的

と
し
な
い
人

・ 

そ
の
他
の
補
助
や
助
成
等
を
受
け
て
い

な
い
人

︻
対
象
費
用
︼

　

西
之
表
市
へ
の
訪
問
に
か
か
る
交
通
費

︻
補 

助 

額
︼

　

上
限
１
万
円
／
人（
対
象
費
用
の
１
／
２

以
内
）

︻
補
助
人
数
︼

　

10
人（
先
着
）

︻
申 

込 

み
︼

　

申
請
書
を
直
接
担
当
課
ま
で
。
申
請
書

類
は
担
当
課
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

問
合
せ
・
申
込
み

　

市
民
活
躍
課
〈
本
庁
舎
３
階
〉

　
（
☎
６
５

－

８
７
１
１
）
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